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宮代町議会の個人情報の保護に関する条例（案）とデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定によ

る改正後の個人情報の保護に関する法律（以下「改正後個人情報保護法」という。）等との対照表 

宮代町議会の個人情報の保護に関する条例（案） 改正後個人情報保護法 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

 

 

 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第１６条） 

 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第 4 章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第１８条―第３０条） 

第２節 訂正（第３１条―第３７条） 

第３節 利用停止（第３８条―第４３条） 

第４節 審査請求（第４４条―第４６条） 

 

第５章 雑則（第４７条―第５２条） 

 

第６章 罰則（第５３条―第５７条） 

附則 

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章～第四章 略 

第五章 行政機関等の義務等 

第一節 総則（第六十条） 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い（第六十一条

―第七十三条） 

第三節 個人情報ファイル（第七十四条・第七十五条） 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

第一款 開示（第七十六条―第八十九条） 

第二款 訂正（第九十条―第九十七条） 

第三款 利用停止（第九十八条―第百三条） 

第四款 審査請求（第百四条―第百七条） 

第五款 (略) 

第五節 (略) 

第六節 雑則（第百二十四条―第百二十九条） 

 第六章 (略) 

第七章 雑則（第百七十一条―第百七十五条） 

第八章 罰則（第百七十六条―第百八十五条） 

附則 

資料９ 
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宮代町議会の個人情報の保護に関する条例（案） 改正後個人情報保護法 備 考（考え方） 

第１章 総則 第一章 総則  

（目的） （目的）  

第１条 この条例は、宮代町議会（以下「議会」

という。）における個人情報の適正な取扱いに関

し必要な事項を定めるとともに、議会が保有す

る個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める

個人の権利を明らかにすることにより、議会の

事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の

権利利益を保護することを目的とする。 

第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い

個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑

み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念

及び政府による基本方針の作成その他の個人情

報の保護に関する施策の基本となる事項を定

め、国及び地方公共団体の責務等を明らかに

し、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等

についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務

等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設

置することにより、行政機関等の事務及び事業

の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報

の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並

びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実

現に資するものであることその他の個人情報の

有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す

ることを目的とする。 

・各議会に共通する最小限の目的

を規定したもの。 

 

（定義） （定義）  

第 2 条 この条例において「個人情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、次の各号の

いずれかに該当するものをいう。 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、次の各号の

いずれかに該当するものをいう。 
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(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう。次項第２号において同じ。）で

作られる記録をいう。以下同じ。）に記載さ

れ、若しくは記録され、又は音声、動作その

他の方法を用いて表された一切の事項（個人

識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）によ

り特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。） 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう。次項第二号において同じ。）

で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載

され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項（個

人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）に

より特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。） 

 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 二 個人識別符号が含まれるもの  

２ この条例において「個人識別符号」とは、次

の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号

その他の符号のうち、議長が定めるものをい

う。 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次

の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号

その他の符号のうち、政令で定めるものをい

う。 

・法において、政省令で定めるこ

ととされている事項について

は、執行機関であれば規則に定

めるのが通例だが、議会又は議

長には会議規則（地方自治法第

120 条）、傍聴規則（地方自治法

第 130 条第 3 項）以外に規則を

制定する権限がないため、議長

が定めることとする（以下同

じ。）。 

・条例の施行規程(案)について

は、現在作成中。 
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(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算

機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、当該特定の個人

を識別することができるもの 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算

機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、当該特定の個人

を識別することができるもの 

 

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人

に販売される商品の購入に関し割り当てら

れ、又は個人に発行されるカードその他の書

類に記載され、若しくは電磁的方式により記

録された文字、番号、記号その他の符号であ

って、その利用者若しくは購入者又は発行を

受ける者ごとに異なるものとなるように割り

当てられ、又は記載され、若しくは記録され

ることにより、特定の利用者若しくは購入者

又は発行を受ける者を識別することができる

もの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人

に販売される商品の購入に関し割り当てら

れ、又は個人に発行されるカードその他の書

類に記載され、若しくは電磁的方式により記

録された文字、番号、記号その他の符号であ

って、その利用者若しくは購入者又は発行を

受ける者ごとに異なるものとなるように割り

当てられ、又は記載され、若しくは記録され

ることにより、特定の利用者若しくは購入者

又は発行を受ける者を識別することができる

もの 

・マイナンバー含む（政令第１条

第６号）。 

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に

対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として議長が定める記述等が含まれる個人情報

をいう。 

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に

対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として政令で定める記述等が含まれる個人情報

をいう。 
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４ この条例において「保有個人情報」とは、議

会の事務局の職員（以下この章から第３章まで

及び第６章において「職員」という。）が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、職員

が組織的に利用するものとして、議会が保有し

ているものをいう。ただし、宮代町情報公開条

例（平成１１年宮代町条例第１６号）第２条１

項に規定する公文書（以下「公文書」という。）

に記録されているものに限る。 

第六十条 この章及び第八章において「保有個人

情報」とは、行政機関等の職員（独立行政法人

等及び地方独立行政法人にあっては、その役員

を含む。以下この章及び第八章において同

じ。）が職務上作成し、又は取得した個人情報

であって、当該行政機関等の職員が組織的に利

用するものとして、当該行政機関等が保有して

いるものをいう。ただし、行政文書（行政機関

の保有する情報の公開に関する法律（平成十一

年法律第四十二号。以下この章において「行政

機関情報公開法」という。）第二条第二項に規

定する行政文書をいう。）、法人文書（独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成十三年法律第百四十号。以下この章において

「独立行政法人等情報公開法」という。）第二

条第二項に規定する法人文書（同項第四号に掲

げるものを含む。）をいう。）又は地方公共団体

等行政文書（地方公共団体の機関又は地方独立

行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した

文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方

公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が

組織的に用いるものとして、当該地方公共団体

の機関又は地方独立行政法人が保有しているも

の（行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲

・①事務局職員が関わらず議員単

独で職務上作成し、又は取得す

る個人情報は考えにくいこと、

②議員の職務の範囲は広汎かつ

法令上明確でないことから、議

員が職務上作成し、又は取得し

た個人情報を保有個人情報に含

めると、過度に広汎な規制とな

る恐れがあること等から、議員

が職務上作成し、又は取得した

個人情報は、保有個人情報から

除外している。 

・議長については、事務統理権を

有し（地方自治法第 104 条）、事

務局が保有する全ての個人情報

に触れる立場にあること等か

ら、議長が職務上作成し、又は

取得した個人情報も、保有個人

情報に含めるべきとも思える

が、①議長といえども議員の一

員であること②議員の職務の範

囲は広汎かつ法令上明確でな

く、議長の職務と明確に区別で

きない場合もありうること等か

ら、議員と同様に、保有個人情

報から除外することとした。 

・法では「行政文書」だが、宮代

町情報公開条例の規定が「公文

書」であるので、「公文書」とす

る。 
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げるものに相当するものとして政令で定めるも

のを除く。）をいう。）（以下この章において

「行政文書等」という。）に記録されているも

のに限る。 

・行政機関（地方公共団体含む。）

の義務等は第 5 章（第 60 条以

下）に規定があるため、定義も

同章からひいてくる（以下同

じ。））。 

５ この条例において「個人情報ファイル」と

は、保有個人情報を含む情報の集合物であっ

て、次に掲げるものをいう。 

第六十条 

２ この章及び第八章において「個人情報ファイ

ル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で

あって、次に掲げるものをいう。 

 

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の

保有個人情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもの 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の

保有個人情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもの 

 

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目

的を達成するために氏名、生年月日、その他

の記述等により特定の保有個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成し

たもの 

二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目

的を達成するために氏名、生年月日、その他

の記述等により特定の保有個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成し

たもの 

 

６ この条例において個人情報について「本人」

とは、個人情報によって識別される特定の個人

をいう。 

４ この法律において個人情報について「本人」

とは、個人情報によって識別される特定の個人

をいう。 

 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて他の情報と照合しない

限り特定の個人を識別することができないよう

５ この法律において「仮名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて他の情報と照合しない

限り特定の個人を識別することができないよう

・仮名加工情報を議会が作出する

ことは、想定し難いが、議会が

受け取ることは想定される。こ

の場合の仮名加工情報の取扱い

等について、規定を設ける必要



7 
 

に個人情報を加工して得られる個人に関する情

報をいう。 

に個人情報を加工して得られる個人に関する情

報をいう。 

があるため、定義規定を設け

る。 

(1) 第 1 項第 1 号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき

る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき

る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

 

(2) 第 1 項第 2 号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて特定の個人を識別する

ことができないように個人情報を加工して得ら

れる個人に関する情報であって、当該個人情報

を復元することができないようにしたものをい

う。 

６ この法律において「匿名加工情報」とは、次

の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各

号に定める措置を講じて特定の個人を識別する

ことができないように個人情報を加工して得ら

れる個人に関する情報であって、当該個人情報

を復元することができないようにしたものをい

う。 

・匿名加工情報を議会が作出する

ことは、想定し難いが、議会が

受け取ることは想定される。こ

の場合の匿名加工情報の取扱い

等について、規定を設ける必要

があるため、定義規定を設け

る。 

(1) 第 1 項第 1 号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる記述等の一部を削除するこ

と（当該一部の記述等を復元することのでき
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る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

る規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。）。 

(2) 第 1 項第 2 号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個

人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除

すること（当該個人識別符号を復元すること

のできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。）。 

 

 

 第六十条 

５ この章において「条例要配慮個人情報」と

は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

が保有する個人情報（要配慮個人情報を除

く。）のうち、地域の特性その他の事情に応じ

て、本人に対する不当な差別、偏見その他の不

利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして地方公共団体が条例で定める

記述等が含まれる個人情報をいう。 

・条例要配慮個人情報を執行部が

制定する個人情報保護法の施行

条例中に規定した場合は、本条

第 3 項の規定に基づき議長が定

める規程に追加できるため、「条

例要配慮個人情報」は本条例中

には規定しない。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、個人情報、

仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該

当しないものをいう。 

７ この法律において「個人関連情報」とは、生

存する個人に関する情報であって、個人情報、

仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該

当しないものをいう。 

【個人関連 情報に該当する事例】 

1 Cookie 等の端末識別子を通じて

収集された、ある個人のウェブ

サイトの閲覧履歴事例 

2 メールアドレスに結び付いた、

ある個人の年齢・性別・家族構

成等事例 
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3 ある個人の商品購買履歴・サー

ビス利用履歴事例 

4 ある個人の位置情報事例 

5 ある個人の興味・関心を示す情

報 

 

・個人関連情報は、今後デジタル

化によって、増加する可能性が

ある。各議会においては、議会

におけるタブレットの所有者、

管理者、費用（政務活動費か否

か）、アクセス範囲、アクセス記

録の管理、位置情報の管理等に

ついて、確認する必要あり。 

１０ この条例において「特定個人情報」とは、

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。以下「番号利用法」という。）第２条第

８項に規定する特定個人情報をいう。 

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（番号利用法） 第二条 

８ この法律において「特定個人情報」とは、個

人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代

わって用いられる番号、記号その他の符号であ

って、住民票コード以外のものを含む。第七条

第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並

びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五

項を除き、以下同じ。）をその内容に含む個人

情報をいう。 

・特定個人情報については番号利

用法が特別法として適用され、

同法の規定により利用制限（同

法第９条）及び提供制限（同法

第１９条）がかかる。 

・しかし、提供制限の例外は同法

第１９条第１５号で規定される

のに対し、利用制限の例外は同

法第３０条第１項の規定により

読み替えて適用される個人情報

保護法第６９条第２項の規定に

よる。 

・したがって、個人情報保護法の

対象外である議会については、

個人情報保護法第６９条第２項

の読替え適用が及ばないため、
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マイナンバー法第３２条の趣旨

に鑑み、条例で規定する必要が

ある。 

・もっとも、議会が特定個人情報

を利用することは、番号利用法

上規定されておらず（同法第９

条（第２項を除く。））、いわゆる

独自利用事務においても長その

他の執行機関の事務について条

例で規定できるのみとされてい

る（同条第２項）。・したがっ

て、議会が独自利用事務として

特定個人情報を取得することは

ない。 

・しかし、委任又は法令の規定等

により、個人情報を取得するこ

と自体は想定される（旧共済組

合法第１７２条の２及び同法施

行令第７２条）ため、特定個人

情報に係る規定のみは残す（当

該特定個人情報については、情

報提供ネットワークシステムを

使用して提供することはできな

いため（番号利用法第１９条）、

情報提供等記録については、規

定が不要）。 

・なお、番号利用法第９条第２項

の規定が、長その他の執行機関

に独自利用事務を限定している

ことから、議会事務局職員が執
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行機関の職員として併任発令を

受けて処理している事務は、議

会事務局の事務ではないと、同

法は想定していると解される。

したがって、同事務について、

開示請求等があった場合は、議

会事務局に写し等の情報が残っ

ているのではない限り、執行機

関に対して請求をすべきことに

なる。 

・また、議会が特定個人情報を提

供することは、番号利用法上規

定されていないため（同法第１

９条）、特定個人情報の情報提供

等をすることもできない。・な

お、マイナンバー自体は、個人

識別符号に当たる（第２条第２

項第２号参照）。 

 番号利用法 

（情報提供等の記録） 

第二十三条 情報照会者及び情報提供者は、第十

九条第七号の規定により特定個人情報の提供の

求め又は提供があったときは、次に掲げる事項

を情報提供ネットワークシステムに接続された

その者の使用する電子計算機に記録し、当該記

録を政令で定める期間保存しなければならな

い。 

・情報提供等記録とは、情報提供

ネットワークシステム（番号利

用法第２条第１４項）を使用し

た（特定個人情報の）提供の求

め又は提供の記録をいう（同法

第２３条第１項及び第２項）。 

・特定個人情報については、情報

提供ネットワークシステムを使

用して提供することはできない

ため（同法第１９条）、情報提供

等記録については、規定が不要 
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一 情報照会者及び情報提供者の名称 

二 提供の求めの日時及び提供があったときは

その日時 

三 特定個人情報の項目 

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定

める事項 

２ 前項に規定する事項のほか、情報照会者及び

情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め

又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、その旨を情報提供ネットワークシ

ステムに接続されたその者の使用する電子計算

機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保

存しなければならない。 

一 個人情報保護法第七十八条(個人情報保護

法第百二十三条第二項の規定によりみなして

適用する場合を含む。第三号において同

じ。)に規定する不開示情報に該当すると認

めるとき。 

二 条例で定めるところにより地方公共団体又

は地方独立行政法人が開示する義務を負わな

い個人情報に該当すると認めるとき。 

１１ この条例において「保有特定個人情報」と

は、職員が職務上作成し、又は取得した特定個

人情報であって、職員が組織的に利用するもの

 ・法では「行政文書」だが、宮代

町情報公開条例の規定が「公文
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として、議会が保有しているものをいう。ただ

し、公文書に記録されているものに限る。 

書」であるので、「公文書」とす

る。 

 

１２ この条例において「独立行政法人等」と

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１

０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人

及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号。以下「法」という。）別表第１に

掲げる法人をいう。 

９ この法律において「独立行政法人等」とは、

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三

号）第二条第一項に規定する独立行政法人及び

別表第一に掲げる法人をいう。 

 

１３ この条例において「地方独立行政法人」と

は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１

１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。 

１０ この法律において「地方独立行政法人」と

は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百

十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政

法人をいう。 

 

（議会の責務） （地方公共団体の機関等が保有する個人情報の

保護） 

・法では、「保有する個人情報の保

護」とされているが、地方公共

団体の個人情報保護条例では、

同様の内容が「責務」として規

定されているため、これを維持

する。 

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な

取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるも

のとする。 

第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する

個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要

な措置を講ずるものとする。 

 

第２章 個人情報等の取扱い 第五章 行政機関等の義務等  

（個人情報の保有の制限等） （個人情報の保有の制限等）  
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第４条 議会は、個人情報を保有するに当たって

は、法令（条例を含む。第１２条第２項第２号

及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定

によりその権限に属する事務を遂行するため必

要な場合に限り、かつ、その利用の目的をでき

る限り特定しなければならない。 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有する

に当たっては、法令（条例を含む。第六十六条

第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第

二号及び第三号並びに第四節において同じ。）

の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要

な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限

り特定しなければならない。 

・「所掌事務」は国家行政組織法上

の表現。議会については、地方

自治法第 96 条及び個人情報保護

法第 69 条第２項第３号の規定ぶ

りを踏まえ、議会「の権限に属

する」「事務の遂行」とする。 

・利用「の」目的は行政機関個人

情報保護法に合わせた表現。 

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の

目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要

な範囲を超えて、個人情報を保有してはならな

い。 

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を保有してはならない。 

 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更

前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的

に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合に

は、変更前の利用目的と相当の関連性を有する

と合理的に認められる範囲を超えて行ってはな

らない。 

 

（利用目的の明示） （利用目的の明示）  

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録

を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取

得するときは、次に掲げる場合を除き、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけ

ればならない。 

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面

（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人

の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合

を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目

的を明示しなければならない。 

 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊

急に必要があるとき。 

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊

急に必要があるとき。 
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(2) 利用目的を本人に明示することにより、本

人又は第三者の生命、身体、財産その他の権

利利益を害するおそれがあるとき。 

二 利用目的を本人に明示することにより、本

人又は第三者の生命、身体、財産その他の権

利利益を害するおそれがあるとき。 

 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国

の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

三 利用目的を本人に明示することにより、国

の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであ

ると認められるとき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであ

ると認められるとき。 

 

（不適正な利用の禁止） （不適正な利用の禁止）  

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、

又は誘発するおそれがある方法により個人情報

を利用してはならない。 

第六十三条 行政機関の長（第二条第八項第四号

及び第五号の政令で定める機関にあっては、そ

の機関ごとに政令で定める者をいう。以下この

章及び第百七十四条において同じ。）、地方公共

団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政

法人（以下この章及び次章において「行政機関

の長等」という。）は、違法又は不当な行為を

助長し、又は誘発するおそれがある方法により

個人情報を利用してはならない。 

・個人情報保護法上は、「行政機

関」及び「行政機関の長等」と

の文言の使い分けがされている

が、地方公共団体では、いずれ

の文言においても、「地方公共団

体の機関」を指す。 

・個人情報保護委員会としては、

「権限行使の主体や具体的義務

の対象については、「行政機関の

長」をその他のものについては

「行政機関」の用語を用いてい

る」とのことであり、議会にお

いても、基本的に同様の整理と

しているが、が、主に次の２点

について配慮している。 
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① 具体的な義務を課される場

合は、機関として負うべきもの

であるため、「議会」とする。 

② 処分等の具体的な行為を行

う場合は、議決による決定を要

するとすると、過大な手続を要

し、かえって住民の利益を害す

ること等から、「議長」とする。 

 （適正な取得） （適正な取得）  

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個

人情報を取得してはならない。 

第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正

の手段により個人情報を取得してはならない。 

 

（正確性の確保） （正確性の確保）  

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内

で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致

するよう努めなければならない。 

第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成

に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現

在の事実と合致するよう努めなければならな

い。 

 

（安全管理措置） （安全管理措置）  

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又

は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置を講じなければな

らない。 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の

漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を

講じなければならない。 

 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱い

の委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を

受けた者が受託した業務を行う場合における個

人情報の取扱いについて準用する。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各

号に定める業務を行う場合における個人情報の

取扱いについて準用する。 

・「議会に係る個人情報の取扱い」

とは、「議会に係る個人情報」の

「取扱い」の趣旨 
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一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を

受けた者 当該委託を受けた業務 

二 指定管理者（地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に

規定する指定管理者をいう。） 公の施設

（同法第二百四十四条第一項に規定する公の

施設をいう。）の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に

基づき行う業務であって政令で定めるもの 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各

号に定める業務のうち法令に基づき行う業務

であって政令で定めるもの 

五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業

務の委託（二以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者 当該委託を受けた業務 

（従事者の義務） （従事者の義務）  

第１０条 個人情報の取扱いに従事する職員若し

くは職員であった者、前条第２項の業務に従事

している者若しくは従事していた者又は議会に

おいて個人情報の取扱いに従事している派遣労

働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年

法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労

第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機

関等の職員若しくは職員であった者、前条第二

項各号に定める業務に従事している者若しくは

従事していた者又は行政機関等において個人情

報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八

・ここでいう職員は第 2 条第 4 項

に規定する「職員」であり、議

員を含まない（趣旨としては同

様）。 

・議長については、議会の事務を

統理することから（地方自治法

第 104 条）、本条の義務を貸すべ

きとの考えもありうるが、本条

は、（保有個人情報に限らない）
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働者をいう。以下この条及び第５３条において

同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、そ

の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならない。 

号）第二条第二号に規定する派遣労働者をい

う。以下この章及び第百七十六条において同

じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、そ

の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して

はならない。 

個人情報全般を対象としている

ため、組織共用されていない個

人情報に対しても、義務を課す

ものである。当該義務を議長に

課した場合、議長は、議長とし

ての職務上取得・作成した個人

情報でなく、一議員として取得

した個人情報であっても、業務

に関して知り得た個人情報に当

たりさえすれば、義務を課され

ることになってしまい、議長に

対してのみ、過大な義務を課す

こととなるため、議長にも本条

の義務は課さないものとする。 

（漏えい等の通知） （漏えい等の報告等）  

第１１条 第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の

漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安

全の確保に係る事態であって個人の権利利益を

害するおそれが大きいものとして個人情報保護

委員会規則で定めるものが生じたときは、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、当

該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告

しなければならない。 

・個人情報保護委員会への報告義

務は個人情報保護法の規定によ

るものであるため、議会には観

念しえない。 

議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損

その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態

であって個人の権利利益を害するおそれが大き

２ 前項に規定する場合には、行政機関の長等

は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定

めるところにより、当該事態が生じた旨を通知
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いものとしてその定めるものが生じたときは、

本人に対し、その定めるところにより、当該事

態が生じた旨を通知しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わ

るべき措置をとるとき。 

一 本人への通知が困難な場合であって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わ

るべき措置をとるとき。 

 

(2) 当該保有個人情報に第２０条各号に掲げる

情報のいずれかが含まれるとき。 

二 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号

に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限）  

第１２条 議会は、法令に基づく場合を除き、利

用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら

利用し、又は提供してはならない。 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場

合を除き、利用目的以外の目的のために保有個

人情報を自ら利用し、又は提供してはならな

い。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次

の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供することができる。ただ

し、保有個人情報を利用目的以外の目的のため

に自ら利用し、又は提供することによって、本

人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそ

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等

は、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、利用目的以外の目的のために保有個人情

報を自ら利用し、又は提供することができる。

ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することによっ

て、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害す

・議会が該当性を判断するとする

と、機関意思決定が必要となる

ため、議長が該当性を判断する

こととする。 
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れがあると認められるときは、この限りでな

い。 

るおそれがあると認められるときは、この限り

でない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき。 

 

(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する

事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内

部で利用する場合であって、当該保有個人情

報を利用することについて相当の理由がある

とき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業

務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部

で利用する場合であって、当該保有個人情報

を利用することについて相当の理由があると

き。 

・第４条第１項参照 

(3) 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評

価審査委員会、他の地方公共団体の機関、他

の地方公共団体が設立した地方独立行政法

人、法第 2 条第８項に規定する行政機関又は

独立行政法人等に保有個人情報を提供する場

合において、保有個人情報の提供を受ける者

が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要

な限度で提供に係る個人情報を利用し、か

つ、当該個人情報を利用することについて相

当の理由があるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共

団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人

情報を提供する場合において、保有個人情報

の提供を受ける者が、法令の定める事務又は

業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情

報を利用し、かつ、当該個人情報を利用する

ことについて相当の理由があるとき。 

・当該地方公共団体の機関及び地

方独立行政法人、他の地方公共

団体の機関及び地方独立行政法

人、国の機関及び独立行政法人

の順とする。 

・当該地方公共団体の機関の並び

順は、地方自治法第七章第三節

の規定順とする（各団体内の通

例に従うこと。）。 

・町の実施機関は、施行条例に規

定している機関とする。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報

を提供するとき、本人以外の者に提供するこ

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作

成又は学術研究の目的のために保有個人情報

を提供するとき、本人以外の者に提供するこ
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とが明らかに本人の利益になるとき、その他

保有個人情報を提供することについて特別の

理由があるとき。 

とが明らかに本人の利益になるとき、その他

保有個人情報を提供することについて特別の

理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供

を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもの

ではない。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供

を制限する他の法令の規定の適用を妨げるもの

ではない。 

・改正後個人情報保護法第 69 条第

3 項は、法令間の調整規定だ

が、条例においては条例間の調

整規定とするべき（条例が法令

に劣後するのは当然であるた

め、この点についての規定は不

要。）。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に

必要があると認めるときは、保有個人情報の利

用目的以外の目的のための議会の内部における

利用を特定の職員に限るものとする。 

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護す

るため特に必要があると認めるときは、保有個

人情報の利用目的以外の目的のための行政機関

等の内部における利用を特定の部局若しくは機

関又は職員に限るものとする。 

・議会の事務局の内部組織がない

議会においては、「議会の事務局

の特定の職員」となる。 

 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号

から第４号まで及び第２９条の規定は適用しな

いものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

番号利用法（附則第五十四条改正後） 

第三十条 行政機関等（個人情報保護法第百二十

五条第二項の規定により個人情報保護法第二条

第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は

同項第四号に規定する地方独立行政法人とみな

される個人情報保護法第五十八条第一項各号に

掲げる者（次条第一項において「みなし独立行

政法人等」という。）を含む。）が保有し、又は

保有しようとする特定個人情報（第二十三条

（第二十六条において準用する場合を含む。）

・議会が情報提供ネットワークを

用いた情報連携を行い、情報提

供の記録を保有することは想定

されないが、議会がマイナンバ

ー付きの情報を持つことが完全

に否定される訳ではないため、

本規定自体は、存置するのが適

当。 

・第 29 条の読替えについては、第

29 条参照 

・読替後の第 30 条の規定（手数料

に係る規定）について、議長が
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に規定する記録に記録されたものを除く。）に

関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第

二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適

用しないものとし、個人情報保護法の他の規定

の適用については、次の表の上欄に掲げる個人

情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、同表の下欄に掲げる字句とする。 

認めるときに手数料を減免でき

る旨の規定だが、手数料は無料

とすることから規定しない。 
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第１２条第

１項 

法令に基づく

場合を除き、

利用目的以外

の目的 

利用目的以外

の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替えら

れる個人情

報保護法の

規定 

読み替えられ

る字句 

読み替える字

句 

第六十九条

第一項 

法令に基づく

場合を除き、

利用目的以外

の目的 

利用目的以外

の目的（独立

行政法人等に

あっては、行

政手続におけ

る特定の個人

を識別するた

めの番号の利

用等に関する

法律（平成二

十五年法律第

二十七号）第

九条第五項の

規定に基づく

場合を除き、

利用目的以外

の目的） 
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 自ら利用し、

又は提供して

はならない 

自ら利用して

はならない 

第１２条第

２項 

自ら利用し、

又は提供する 

自ら利用する 

第１２条第

２項第１号 

本人の同意が

あるとき、又

は本人に提供

するとき 

人の生命、身

体又は財産の

保護のために

必要がある場

合であって、

本人の同意が

あり、又は本

人の同意を得

ることが困難

であるとき 

   

 

 

 

 

 

 

 

 自ら利用し、

又は提供して

はならない 

自ら利用して

はならない 

第六十九条

第二項 

自ら利用し、

又は提供する 

自ら利用する 

第六十九条

第二項第一

号 

本人の同意が

あるとき、又

は本人に提供

するとき 

人の生命、身

体又は財産の

保護のために

必要がある場

合であって、

本人の同意が

あり、又は本

人の同意を得

ることが困難

であるとき 

第八十九条

第三項 

配慮しなけれ

ばならない 

配慮しなけれ

ばならない。

この場合にお

いて、行政機

関の長及び地

方公共団体の

機関は、経済

的困難その他
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第３８条第

１項第１号 

又は第１２条

第１項及び第

２項の規定に

違反して利用

されていると

き 

第１２条第５

項の規定によ

り読み替えて

適用する同条

第１項及び第

２項（第１号

に係る部分に

限る。）の規

定に違反して

利用されてい

るとき、番号

利用法第２０

特別の理由が

あると認める

ときは、政令

及び条例で定

めるところに

より、当該手

数料を減額

し、又は免除

することがで

きる 

 

第九十八条

第一項第一

号 

又は第六十九

条第一項及び

第二項の規定

に違反して利

用されている

とき 

行政手続にお

ける特定の個

人を識別する

ための番号の

利用等に関す

る法律第三十

条第一項の規

定により読み

替えて適用す

る第六十九条

第一項及び第

二項（第一号
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条の規定に違

反して収集さ

れ、若しくは

保管されてい

るとき、又は

番号利用法第

２９条の規定

に違反して作

成された特定

個人情報ファ

イル（番号利

用法第２条第

９項に規定す

る特定個人情

報ファイルを

いう。）に記

録されている

とき 

 

 

 

 

 

に係る部分に

限る。）の規

定に違反して

利用されてい

るとき、同法

第二十条の規

定に違反して

収集され、若

しくは保管さ

れていると

き、又は同法

第二十九条の

規定に違反し

て作成された

特定個人情報

ファイル（同

法第二条第九

項に規定する

特定個人情報

ファイルをい

う。）に記録

されていると

き 
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第３８条第

１項第２号 

第１２条第１

項及び第２項 

番号利用法第

１９条 

 

 

 

 

 
 

第九十八条

第一項第二

号 

第六十九条第

一項及び第二

項又は第七十

一条第一項 

行政手続にお

ける特定の個

人を識別する

ための番号の

利用等に関す

る法律第十九

条 
 



28 
 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置

要求） 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置

要求） 

 

第１３条 議長は、利用目的のために又は前条第

２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保

有個人情報を提供する場合において、必要があ

ると認めるときは、保有個人情報の提供を受け

る者に対し、提供に係る個人情報について、そ

の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な

制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず

ることを求めるものとする。 

第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために

又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に

基づき、保有個人情報を提供する場合におい

て、必要があると認めるときは、保有個人情報

の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報

について、その利用の目的若しくは方法の制限

その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防

止その他の個人情報の適切な管理のために必要

な措置を講ずることを求めるものとする。 

 

 （外国にある第三者への提供の制限） 

第七十一条 行政機関の長等は、外国（本邦の域

外にある国又は地域をいう。以下この条におい

て同じ。）（個人の権利利益を保護する上で我が

国と同等の水準にあると認められる個人情報の

保護に関する制度を有している外国として個人

情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下

この条において同じ。）にある第三者（第十六

条第三項に規定する個人データの取扱いについ

て前章第二節の規定により同条第二項に規定す

る個人情報取扱事業者が講ずべきこととされて

いる措置に相当する措置（第三項において「相

・外国への提供は想定しないため

規定を設けない。 

・法第７１条の規定は、GDPR の十

分性認定のような、他国との関

係において、相互に提供制限を

緩和する認定をするような場合

に意義があるが、議会において

はそのような関係は想定しづら

い。 
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当措置」という。）を継続的に講ずるために必

要なものとして個人情報保護委員会規則で定め

る基準に適合する体制を整備している者を除

く。以下この項及び次項において同じ。）に利

用目的以外の目的のために保有個人情報を提供

する場合には、法令に基づく場合及び第六十九

条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あら

かじめ外国にある第三者への提供を認める旨の

本人の同意を得なければならない。 

２ 行政機関の長等は、前項の規定により本人の

同意を得ようとする場合には、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、あらかじめ、

当該外国における個人情報の保護に関する制

度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のため

の措置その他当該本人に参考となるべき情報を

当該本人に提供しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、保有個人情報を外国にあ

る第三者（第一項に規定する体制を整備してい

る者に限る。）に利用目的以外の目的のために

提供した場合には、法令に基づく場合及び第六

十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、

個人情報保護委員会規則で定めるところによ

り、当該第三者による相当措置の継続的な実施

を確保するために必要な措置を講ずるととも
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に、本人の求めに応じて当該必要な措置に関す

る情報を当該本人に提供しなければならない。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置

要求） 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置

要求） 

 

第１４条 議長は、第三者に個人関連情報を提供

する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個

人情報として取得することが想定される場合に

限る。）において、必要があると認めるときは、

当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報に

ついて、その利用の目的若しくは方法の制限そ

の他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止

その他の個人関連情報の適切な管理のために必

要な措置を講ずることを求めるものとする。 

第七十二条 行政機関の長等は、第三者に個人関

連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人

関連情報を個人情報として取得することが想定

される場合に限る。）において、必要があると

認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る

個人関連情報について、その利用の目的若しく

は方法の制限その他必要な制限を付し、又はそ

の漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な

管理のために必要な措置を講ずることを求める

ものとする。 

 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） （仮名加工情報の取扱いに係る義務）  

第１５条 議会は、法令に基づく場合を除くほ

か、仮名加工情報（個人情報であるものを除

く。以下この条及び第４９条において同じ。）を

第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受

けた者を除く。）に提供してはならない。 

第七十三条 行政機関の長等は、法令に基づく場

合を除くほか、仮名加工情報（個人情報である

ものを除く。以下この条及び第百二十八条にお

いて同じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取

扱いの委託を受けた者を除く。）に提供しては

ならない。 
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２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えい

の防止その他仮名加工情報の安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情

報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。 

 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情

報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、削除情報等（仮名加工情報の作

成に用いられた個人情報から削除された記述等

及び個人識別符号並びに法第４１条第１項の規

定により行われた加工の方法に関する情報をい

う。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情

報と照合してはならない。 

３ 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱う

に当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係

る本人を識別するために、削除情報等（仮名加

工情報の作成に用いられた個人情報から削除さ

れた記述等及び個人識別符号並びに第四十一条

第一項の規定により行われた加工の方法に関す

る情報をいう。）を取得し、又は当該仮名加工

情報を他の情報と照合してはならない。 

 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵

便若しくは民間事業者による信書の送達に関す

る法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第

２項に規定する信書便により送付し、電報を送

達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって議長が定

４ 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱う

に当たっては、法令に基づく場合を除き、電話

をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の

送達に関する法律第二条第六項に規定する一般

信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特

定信書便事業者による同条第二項に規定する信

書便により送付し、電報を送達し、ファクシミ

リ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって個人情報保護委員会規則で定
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めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を

訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる

連絡先その他の情報を利用してはならない。 

めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居

を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれ

る連絡先その他の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の

取扱いの委託（2 以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

 

５ 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加

工情報の取扱いの委託（二以上の段階にわたる

委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行

う場合について準用する。 

 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） （匿名加工情報の取扱いに係る義務）  

第１６条  第百二十三条 行政機関等は、匿名加工情報（行

政機関等匿名加工情報を除く。以下この条にお

いて同じ。）を第三者に提供するときは、法令

に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則

で定めるところにより、あらかじめ、第三者に

提供される匿名加工情報に含まれる個人に関す

る情報の項目及びその提供の方法について公表

するとともに、当該第三者に対して、当該提供

に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しな

ければならない。 

・匿名加工情報については、議会

が取得すること（執行機関が提

供した匿名加工情報の提供を受

ける場合）が想定されるため、

取扱いの規定は設ける。 

・法は第１２１条で行政機関等匿

名加工情報について、第１２３

条第１項でそれ以外の匿名加工

情報について、取扱いを定めて

いる。 

・しかし、議会においては、行政

機関等匿名加工情報に相当する

情報は想定されないため、合わ

せて匿名加工情報の取扱いに係

る規定とする。 

・もっとも、第１２３条第１項に

ついて、単に匿名加工情報とし

てしまうと、執行機関の第１２
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１条第１項に比べて、厳格な規

制となってしまう。 

・第１２３条第１項については、

地方公共団体の意思決定機関で

ある議会が匿名加工情報を第三

者に提供することは想定されな

いことから、相当する規定は設

けないこととする。 

  議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たって

は、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情

報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識

別するために、当該個人情報から削除された記

述等若しくは個人識別符号若しくは法第４３条

第 1 項の規定により行われた加工の方法に関す

る情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の

情報と照合してはならない。 

２ 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当

たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、当該個人情報から削除さ

れた記述等若しくは個人識別符号若しくは第四

十三条第一項の規定により行われた加工の方法

に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報

を他の情報と照合してはならない。 

 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するた

めに必要なものとして議長が定める基準に従

い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な

措置を講じなければならない。 

３ 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止

するために必要なものとして個人情報保護委員

会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

・具体的な作為義務を定めるもの

であり、議長に義務を課すこと

とすることも考えられるが、議

長が定める基準に従うこととし

ているため、法の規定に合わせ

て主語を議会とした。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の

取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

４ 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情

報の取扱いの委託（二以上の段階にわたる委託

を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場

合について準用する。 
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第３章 個人情報ファイル 第三節 個人情報ファイル  

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） （個人情報ファイル簿の作成及び公表）  

第１７条 議長は、その定めるところにより、議

会が保有している個人情報ファイルについて、

それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事

項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル

簿」という。）を作成し、公表しなければならな

い。 

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めると

ころにより、当該行政機関の長等の属する行政

機関等が保有している個人情報ファイルについ

て、それぞれ前条第一項第一号から第七号ま

で、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令

で定める事項を記載した帳簿（以下この章にお

いて「個人情報ファイル簿」という。）を作成

し、公表しなければならない。 

 

(1) 個人情報ファイルの名称 改正後個人情報保護法第七十四条 

一 個人情報ファイルの名称 

 

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利

用に供される事務をつかさどる組織の名称 

・「組織」とは所管課室を指す（個

人情報の保護に関する法律につ

いての事務対応ガイド（令和 3

年 11 月時点版）5-1-1）。 

（参考）内部組織がない事務局は

事務局となり、事務局を設置し

ていない町村議会の場合はこの

号は不要となる。 

(3) 個人情報ファイルの利用目的 三 個人情報ファイルの利用目的  

(4) 個人情報ファイルに記録される項目（以下

この条において「記録項目」という。）及び本

人（他の個人の氏名、生年月日その他の記述

等によらないで検索し得る者に限る。次項第

四 個人情報ファイルに記録される項目（以下

この節において「記録項目」という。）及び

本人（他の個人の氏名、生年月日その他の記

述等によらないで検索し得る者に限る。次項
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1 号カにおいて同じ。）として個人情報ファイ

ルに記録される個人の範囲（次項第２号にお

いて「記録範囲」という。） 

第九号において同じ。）として個人情報ファ

イルに記録される個人の範囲（以下この節に

おいて「記録範囲」という。） 

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この条において「記録情報」という。）

の収集方法 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報

（以下この節において「記録情報」とい

う。）の収集方法 

 

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

 

(7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供す

る場合には、その提供先 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提

供する場合には、その提供先 

 

(8) 次条第１項、第３１条第１項又は第３８条

第１項の規定による請求を受理する組織の名

称及び所在地 

九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第

九十八条第一項の規定による請求を受理する

組織の名称及び所在地 

・「組織」とは所管課室を指す（個

人情報の保護に関する法律につ

いての事務対応ガイド（令和 3

年 11 月時点版）5-1-1）。 

(9) 第３１条第１項ただし書又は第３８条第１

項ただし書に該当するときは、その旨 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第

一項ただし書に該当するときは、その旨 

 

 十一 その他政令で定める事項 ・第 1 項の本文中に規定 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイル

については、適用しない。 

第七十五条 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイル

については、適用しない。 

 

 (1) 次に掲げる個人情報ファイル 一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる

個人情報ファイル 

 

 改正後個人情報保護法第七十四条 ・地方議会は該当しない。 
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一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大

な利益に関する事項を記録する個人情報ファ

イル 

 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基

づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは

維持のために作成し、又は取得する個人情報

ファイル 

・地方議会は該当しない。 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は

職員若しくは職員であった者に係る個人情

報ファイルであって、専らその人事、議員

報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事

項その他これらに準ずる事項を記録するも

の 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る

個人情報ファイルであって、専らその人事、

給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれ

らに準ずる事項を記録するもの（当該機関が

行う職員の採用試験に関する個人情報ファイ

ルを含む。） 

・「賃金」は平成三十二年（令和

二年）四月一日から削除されて

いるため（地方自治法施行規則

の一部を改正する省令（平成 31

年総務省令第 37 号））、規定し

ない（過去のものについては、

「その他これらに準ずる事項」

に当たる。）。 

・職員の採用については、現在、

会計年度任用絵職員に関しては

対象となるが、本文中の人事に

含まれると解釈し削除する。 

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供す

るための個人情報ファイル 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供する

ための個人情報ファイル 

 

 五 前項の規定による通知に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一

部を記録した個人情報ファイルであって、そ

の利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通

知に係るこれらの事項の範囲内のもの 

・条例案第 17 条第 2 項第 2 号参照 
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ウ １年以内に消去することとなる記録情報

のみを記録する個人情報ファイル 

六 一年以内に消去することとなる記録情報の

みを記録する個人情報ファイル 

 

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又

は業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録した個人情報ファイルであっ

て、送付又は連絡の相手方の氏名、住所そ

の他の送付又は連絡に必要な事項のみを記

録するもの 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は

業務上必要な連絡のために利用する記録情報

を記録した個人情報ファイルであって、送付

又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付

又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

・「金銭の送付」とは、個人情報

保護法では、謝金等を支払うた

めの口座番号等を記載したリス

ト等を意味する（個人情報の保

護に関する法律についての事務

対応ガイド（令和 3 年 11 月時

点版）5-1-2）が、特定物とし

て金銭を送付する場合も想定し

えないとは言えないため、規定

としては維持 

オ 職員が学術研究の用に供するためその発

意に基づき作成し、又は取得する個人情報

ファイルであって、記録情報を専ら当該学

術研究の目的のために利用するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意

に基づき作成し、又は取得する個人情報ファ

イルであって、記録情報を専ら当該学術研究

の目的のために利用するもの 

 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個

人情報ファイル 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人

情報ファイル 

・「政令で定める数」は、現行の行

政機関個人情報保護法施行令で

は 1,000 人とされている。 

・執行部の取り扱いと齟齬かない

よう規程に反映させる予定。 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイル

に準ずるものとして議長が定める個人情報

ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファ

イルに準ずるものとして政令で定める個人情

報ファイル 

 

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一

第七十五条  
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部を記録した個人情報ファイルであって、そ

の利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公

表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

二 前項の規定による公表に係る個人情報ファ

イルに記録されている記録情報の全部又は一

部を記録した個人情報ファイルであって、そ

の利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公

表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるも

のとして議長が定める個人情報ファイル 

三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるも

のとして政令で定める個人情報ファイル 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項

目の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に

掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又

は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲

載することにより、利用目的に係る事務又は事

業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

は、その記録項目の一部若しくは事項を記載せ

ず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファ

イル簿に掲載しないことができる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等

は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号

若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイ

ル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情

報ファイル簿に掲載することにより、利用目的

に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事

業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが

あると認めるときは、その記録項目の一部若し

くは事項を記載せず、又はその個人情報ファイ

ルを個人情報ファイル簿に掲載しないことがで

きる。 

 

 ５ 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人が、条例で定めるところによ

り、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保

有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成

し、公表することを妨げるものではない。 

・執行部が定める個人情報保護法

の施行条例中にいわゆる「登録

簿」を規定しないことから、議

会においても規定しない。 
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第４章 開示、訂正及び利用停止 第四節 開示、訂正及び利用停止  

    第１節 開示     第一款 開示  

（開示請求権） （開示請求権）  

第１８条 何人も、この条例の定めるところによ

り、議長に対し、議会の保有する自己を本人と

する保有個人情報の開示を請求することができ

る。 

第七十六条 何人も、この法律の定めるところに

より、行政機関の長等に対し、当該行政機関の

長等の属する行政機関等の保有する自己を本人

とする保有個人情報の開示を請求することがで

きる。 

 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人（以下この章にお

いて「代理人」と総称する。）は、本人に代わっ

て前項の規定による開示の請求（以下この章及

び第４８条において「開示請求」という。）をす

ることができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人（以下この節にお

いて「代理人」と総称する。）は、本人に代わ

って前項の規定による開示の請求（以下この節

及び第百二十七条において「開示請求」とい

う。）をすることができる。 

 

３ 議長は、本人の委任による代理人により、前

項の規定による開示請求があった場合におい

て、特に必要と認めるときは、本人の意思を確

認することができる。  

 ・執行部施行条例と同様の規程と

する。 

（開示請求の手続） （開示請求の手続）  

第１９条 開示請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「開示請求書」とい

う。）を議長に提出してしなければならない。 

第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載

した書面（第三項において「開示請求書」とい

う。）を行政機関の長等に提出してしなければ

ならない。 

 



40 
 

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居

所 

一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されて

いる公文書の名称その他の開示請求に係る保

有個人情報を特定するに足りる事項 

二 開示請求に係る保有個人情報が記録されて

いる行政文書等の名称その他の開示請求に係

る保有個人情報を特定するに足りる事項 

・法では「行政文書」だが、宮代

町情報公開条例の規定が「公文

書」であるので、「公文書」とす

る。 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、

議長が定めるところにより、開示請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規

定による開示請求にあっては、開示請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

す書類を提示し、又は提出しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、

政令で定めるところにより、開示請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第二項の規

定による開示請求にあっては、開示請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

す書類を提示し、又は提出しなければならな

い。 

 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると

認めるときは、開示請求をした者（以下「開示

請求者」という。）に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。この場合

において、議長は、開示請求者に対し、補正の

参考となる情報を提供するよう努めなければな

らない。 

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不

備があると認めるときは、開示請求をした者

（以下この節において「開示請求者」とい

う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。この場合において、行

政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参

考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務）  

第２０条 議長は、開示請求があったときは、開

示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があっ

たときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

・議会保有個人情報の開示決定等

の処分権者、即ち処分庁は議会

事務統理権・代表権を有する議
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情報（以下「不開示情報」という。）のいずれか

が含まれている場合を除き、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示しなければならな

い。 

各号に掲げる情報（以下この節において「不開

示情報」という。）のいずれかが含まれている

場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人

情報を開示しなければならない。 

長とし、行政不服審査法第４条

第１号に基づき、審査庁とす

る。 

※地方自治法上の「機関」ではな

い議長に対して、条例の規定に

より（講学上の）行政庁として

の地位を与える創設的規定 

・「（情報公開条例第○○条に規定

する情報を除く。）又は情報公開

条例第〇○条に規定する情報」

は、法第七十八条第二項に対応

する条文 

・宮代町情報公開条例との整合性

を確認した変更。 

(1) 開示請求者（第１８条第 2 項の規定により

代理人が本人に代わって開示請求をする場合

にあっては、当該本人をいう。次号及び第３

号、次条第２項並びに第２７条第１項におい

て同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害す

るおそれがある情報 

一 開示請求者（第七十六条第二項の規定によ

り代理人が本人に代わって開示請求をする場

合にあっては、当該本人をいう。次号及び第

三号、次条第二項並びに第八十六条第一項に

おいて同じ。）の生命、健康、生活又は財産

を害するおそれがある情報 

 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により開示請求者以外の特

定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより、開示請求者以外

二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求
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の特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）若しくは個人識別符号が含

まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人

を識別することはできないが、開示すること

により、なお開示請求者以外の個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特

定の個人を識別することはできないが、開示

することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令の規定により又は慣行として開示請

求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請

求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、開示することが必要であると認め

られる情報 

 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

第２条第 4 項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人の役員及び職員

をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和二十二年法律第百二十号）第二条第一項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法第二条第四項に規定する行政執行法人の

職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地

方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十

一号）第二条に規定する地方公務員及び地

方独立行政法人の職員をいう。）である場

合において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のうち、
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当該情報のうち、当該公務員等の職及び当

該職務遂行の内容に係る部分 

当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。）に関

する情報又は開示請求者以外の事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって、次に掲

げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、開示することが必要

であると認められる情報を除く。 

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。）に

関する情報又は開示請求者以外の事業を営む

個人の当該事業に関する情報であって、次に

掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、開示することが必

要であると認められる情報を除く。 

 

ア 開示することにより、当該法人等又は当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 開示することにより、当該法人等又は当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

 

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条

件で任意に提供されたものであって、法人

等又は個人における通例として開示しない

こととされているものその他の当該条件を

付することが当該情報の性質、当時の状況

等に照らして合理的であると認められるも

の 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しない

との条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として開

示しないこととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の性質、当

時の状況等に照らして合理的であると認め

られるもの 

 

 四 行政機関の長が第八十二条各項の決定（以

下この節において「開示決定等」という。）

をする場合において、開示することにより、

・地方議会は該当しない。 
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国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国

際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は

他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被

るおそれがあると当該行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由がある情報 

 五 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都

道府県の機関に限る。）が開示決定等をする

場合において、開示することにより、犯罪の

予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地

方公共団体の機関が認めることにつき相当の

理由がある情報 

・都道府県に係る規定 

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であっ

て、開示することにより、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であっ

て、開示することにより、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

 

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に
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関する情報であって、開示することにより、

次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるもの 

関する情報であって、開示することにより、

次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるもの 

 イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又

は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関と

の交渉上不利益を被るおそれ 

・地方議会では想定できない。 

ア 議長が第２４条各項の決定（以下「開示

決定等」という。）をする場合において、犯

罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関

（都道府県の機関を除く。）又は地方独立

行政法人が開示決定等をする場合におい

て、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れ 

 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は地
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方独立行政法人の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれ 

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正か

つ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正か

つ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営す

る企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営す

る企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害す

るおそれ 

 

 ２ 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に

ついての前項の規定の適用については、同項中

「掲げる情報（」とあるのは、「掲げる情報

（情報公開条例の規定により開示することとさ

れている情報として条例で定めるものを除

く。）又は行政機関情報公開法第五条に規定す

る不開示情報に準ずる情報であって情報公開条

例において開示しないこととされているものの

うち当該情報公開条例との整合性を確保するた

めに不開示とする必要があるものとして条例で

定めるもの（」とする。 

 

 

・２０条本文中に規定した。 

・情報公開条例との整合性を確認

する必要がある。 
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（部分開示） （部分開示）  

第２１条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

に不開示情報が含まれている場合において、不

開示情報に該当する部分を容易に区分して除く

ことができるときは、開示請求者に対し、当該

部分を除いた部分につき開示しなければならな

い。 

第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報に不開示情報が含まれている場合

において、不開示情報に該当する部分を容易に

区分して除くことができるときは、開示請求者

に対し、当該部分を除いた部分につき開示しな

ければならない。 

 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の

情報（開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができるものに限る。）が含まれている場合

において、当該情報のうち、氏名、生年月日そ

の他の開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができることとなる記述等及び個人識別符

号の部分を除くことにより、開示しても、開示

請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれ

がないと認められるときは、当該部分を除いた

部分は、同号の情報に含まれないものとみなし

て、前項の規定を適用する。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第

二号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれて

いる場合において、当該情報のうち、氏名、生

年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を

識別することができることとなる記述等及び個

人識別符号の部分を除くことにより、開示して

も、開示請求者以外の個人の権利利益が害され

るおそれがないと認められるときは、当該部分

を除いた部分は、同号の情報に含まれないもの

とみなして、前項の規定を適用する 

 

（裁量的開示） （裁量的開示）  

第２２条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

に不開示情報が含まれている場合であっても、

個人の権利利益を保護するため特に必要がある

第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保

有個人情報に不開示情報が含まれている場合で

あっても、個人の権利利益を保護するため特に

必要があると認めるときは、開示請求者に対
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と認めるときは、開示請求者に対し、当該保有

個人情報を開示することができる。 

し、当該保有個人情報を開示することができ

る。 

（保有個人情報の存否に関する情報） （保有個人情報の存否に関する情報）  

第２３条 開示請求に対し、当該開示請求に係る

保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるとき

は、議長は、当該保有個人情報の存否を明らか

にしないで、当該開示請求を拒否することがで

きる。 

第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係

る保有個人情報が存在しているか否かを答える

だけで、不開示情報を開示することとなるとき

は、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存

否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否す

ることができる。 

 

（開示請求に対する措置） （開示請求に対する措置）  

第２４条 議長は、開示請求に係る保有個人情報

の全部又は一部を開示するときは、その旨の決

定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する

保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し

議長が定める事項を書面により通知しなければ

ならない。ただし、第５条第２号又は第３号に

該当する場合における当該利用目的について

は、この限りでない。 

第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報の全部又は一部を開示するとき

は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、そ

の旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開

示の実施に関し政令で定める事項を書面により

通知しなければならない。ただし、第六十二条

第二号又は第三号に該当する場合における当該

利用目的については、この限りでない。 

 

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部

を開示しないとき（前条の規定により開示請求

を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人

情報を保有していないときを含む。）は、開示を

２ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人

情報の全部を開示しないとき（前条の規定によ

り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係

る保有個人情報を保有していないときを含

む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請
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しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その

旨を書面により通知しなければならない。 

求者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 

 

 

（開示決定等の期限） （開示決定等の期限）  

第２５条 開示決定等は、開示請求があった日か

ら１５日以内にしなければならない。ただし、

第１９条第３項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日

から三十日以内にしなければならない。ただ

し、第七十七条第三項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

・現行の条例では、開示決定の期

限が 15 日以内としている例が多

いが、開示決定期限は 30 日以内

であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定め

ることが許容されている。（議会

の条例で 30 日を超える期間とす

ることは可能だが、執行部の期

間と齟齬を生じることとな

る。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、開示

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等

は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を三十日以内に限

り延長することができる。この場合において、

行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞な

く、延長後の期間及び延長の理由を書面により

通知しなければならない。 

・30 日以内であれば、個人情報保

護法の施行条例で各地方公共団

体が定めることが許容されてい

る。（議会の条例で 30 日を超え

る期間とすることは可能だが、

執行部の期間と齟齬を生じるこ

ととなる。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 

 

（開示決定等の期限の特例） （開示決定等の期限の特例）  
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第２６条 開示請求に係る保有個人情報が著しく

大量であるため、開示請求があった日から４５

日以内にその全てについて開示決定等をするこ

とにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合には、前条の規定にかかわらず、

議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの

相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間

内に開示決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、議長は、同条第１項に規定する期間内

に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著し

く大量であるため、開示請求があった日から六

十日以内にその全てについて開示決定等をする

ことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるお

それがある場合には、前条の規定にかかわら

ず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個

人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報について

は相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。

この場合において、行政機関の長等は、同条第

一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければな

らない。 

・開示決定期限の特例は 60 日以内

であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定め

ることが許容されている。（議会

の条例で 60 日を超える期間とす

ることは可能だが、執行部の期

間と齟齬を生じることとな

る。）。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 一 この条の規定を適用する旨及びその理由  

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等を

する期限 

二 残りの保有個人情報について開示決定等を

する期限 

 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければな

らない期間に、議長及び副議長がともに欠けて

いる期間があるときは、当該期間の日数は、同

条の期間に算入しない。 

 ・議長及び副議長がともに欠けて

いる（具体的には、任期満了、

議会の解散等を想定）期間中

は、処分庁が存在せず、処分を

することが不可能なため、当該

期間の日数は、標準処理期間に

算定しない（議長のみが欠けて

いるときは、地方自治法第 106

条第 1 項の規定により副議長が
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処分庁となる。）。なお、議長に

事故がある場合は、処分庁は存

在しており、処分をすることが

不可能とはいえないため、標準

処理期間に算入する。 

 （事案の移送）  

 第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行

政機関等以外の行政機関等から提供されたもの

であるとき、その他他の行政機関の長等におい

て開示決定等をすることにつき正当な理由があ

るときは、当該他の行政機関の長等と協議の

上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移

送することができる。この場合においては、移

送をした行政機関の長等は、開示請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

・移送については、執行機関の条

例において規定を設け、かつ、

本条例において規定を設けるこ

とが必要となるが、行政課担当

者としては、条例で移送の規定

を設けることは、執行機関の条

例においても、法律上困難では

ないかとの意見あり、条例に規

定しないこととする。 

 ２ 前項の規定により事案が移送されたときは、

移送を受けた行政機関の長等において、当該開

示請求についての開示決定等をしなければなら

ない。この場合において、移送をした行政機関

の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行

政機関の長等がしたものとみなす。 
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 ３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関

の長等が第八十二条第一項の決定（以下この節

において「開示決定」という。）をしたとき

は、当該行政機関の長等は、開示の実施をしな

ければならない。この場合において、移送をし

た行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な

協力をしなければならない。 

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第２７条 開示請求に係る保有個人情報に国、独

立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び開示請求者以外の者（以下この条、第４

５条第２項第３号及び第４６条において「第三

者」という。）に関する情報が含まれているとき

は、議長は、開示決定等をするに当たって、当

該情報に係る第三者に対し、議長が定めるとこ

ろにより、当該第三者に関する情報の内容その

他議長が定める事項を通知して、意見書を提出

する機会を与えることができる。 

第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、

独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政

法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第

百五条第二項第三号及び第百七条第一項におい

て「第三者」という。）に関する情報が含まれ

ているときは、行政機関の長等は、開示決定等

をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、政令で定めるところにより、当該第三者に

関する情報の内容その他政令で定める事項を通

知して、意見書を提出する機会を与えることが

できる。 

・情報公開条例の第三者意見提出

の機会の付与等との整合性を取

る必要あり（個人情報の保護に

関する法律についての事務対応

ガイド「情報公開条例の改正を

行う場合の条文のイメージ」参

照）。 

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、第２４条第１項の決定（以下この賞におい

て「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者

に対し、議長が定めるところにより、開示請求

２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該

当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者

に対し、政令で定めるところにより、開示請求

に係る当該第三者に関する情報の内容その他政
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に係る当該第三者に関する情報の内容その他議

長が定める事項を書面により通知して、意見書

を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、こ

の限りでない。 

令で定める事項を書面により通知して、意見書

を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、こ

の限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を開示しようとする場合であって、当

該第三者に関する情報が第２０条第２号イ又

は同条第３号ただし書に規定する情報に該当

すると認められるとき。 

一 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を開示しようとする場合であって、当

該第三者に関する情報が第七十八条第一項第

二号ロ又は同項第三号ただし書に規定する情

報に該当すると認められるとき。 

 

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第２２条の規定により開示しようと

するとき。 

二 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第八十条の規定により開示しようと

するとき。 

 

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の

機会を与えられた第三者が当該第三者に関する

情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提

出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場

合において、議長は、開示決定後直ちに、当該

意見書（第４５条において「反対意見書」とい

う。）を提出した第三者に対し、開示決定をした

３ 行政機関の長等は、前二項の規定により意見

書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三

者に関する情報の開示に反対の意思を表示した

意見書を提出した場合において、開示決定をす

るときは、開示決定の日と開示を実施する日と

の間に少なくとも二週間を置かなければならな

い。この場合において、行政機関の長等は、開

示決定後直ちに、当該意見書（第百五条におい

て「反対意見書」という。）を提出した第三者

に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに
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旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面

により通知しなければならない。 

開示を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

（開示の実施） （開示の実施）  

第２８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人

情報が、文書又は図画に記録されているときは

閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録

されているときはその種別、情報化の進展状況

等を勘案して議長が定める方法により行う。た

だし、閲覧の方法による保有個人情報の開示に

あっては、議長は、当該保有個人情報が記録さ

れている文書又は図画の保存に支障を生ずるお

それがあると認めるとき、その他正当な理由が

あるときは、その写しにより、これを行うこと

ができる。 

第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個

人情報が、文書又は図画に記録されているとき

は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記

録されているときはその種別、情報化の進展状

況等を勘案して行政機関等が定める方法により

行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報

の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保

有個人情報が記録されている文書又は図画の保

存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときは、その写しによ

り、これを行うことができる。 

 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録につ

いての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に

供しなければならない。 

２ 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記

録についての開示の方法に関する定めを一般の

閲覧に供しなければならない。 

 

 ３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受け

る者は、政令で定めるところにより、当該開示

決定をした行政機関の長等に対し、その求める

開示の実施の方法その他の政令で定める事項を

申し出なければならない。 

・実施の方法その他の「政令で定

める事項」については、「議長が

定めるところにより」「申し出な

ければならない」の中に含まれ

ると考えられるため、文言整

理。なお、「政令で定めるところ

により」及び「政令で定める事

項」が同じ項中に存在する条項
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は、他に第１７条第１項並びに

第２７条第１項及び第２項が存

するが、「政令で定める事項」

が、第１７条第１項では個人情

報ファイル簿の記載事項を定義

する内容であるため、第２７条

第１項及び第２項では「議長が

定めるところにより」と別の箇

所にかかるため、維持すること

とした。 

・施行条例に合わせて削除する。 

 ４ 前項の規定による申出は、第八十二条第一項

に規定する通知があった日から三十日以内にし

なければならない。ただし、当該期間内に当該

申出をすることができないことにつき正当な理

由があるときは、この限りでない。 

・申出期限は 30 日以内であれば、

個人情報保護法の施行条例で各

地方公共団体が定めることが許

容されている。（議会の条例で

30 日を超える期間とすることは

可能だが、執行部の期間と齟齬

を生じることとなる。）。 

・施行条例に合わせて削除する。 

（他の法令による開示の実施との調整） （他の法令による開示の実施との調整）  

第２９条 議長は、他の法令の規定により、開示

請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前

条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開

示することとされている場合（開示の期間が定

められている場合にあっては、当該期間内に限

る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該

保有個人情報については、当該同一の方法によ

第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定

により、開示請求者に対し開示請求に係る保有

個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同

一の方法で開示することとされている場合（開

示の期間が定められている場合にあっては、当

該期間内に限る。）には、同項本文の規定にか

かわらず、当該保有個人情報については、当該
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る開示を行わない。ただし、当該他の法令の規

定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあ

るときは、この限りでない。 

同一の方法による開示を行わない。ただし、当

該他の法令の規定に一定の場合には開示をしな

い旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧で

あるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧

とみなして、前項の規定を適用する。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧で

あるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧

とみなして、前項の規定を適用する。 

 

（開示請求の手数料） （手数料）  

第３０条 開示請求に係る手数料は、無料とす

る。 

２ 写しの交付により保有個人情報の開示を受け

る者は、議長が定める額の当該写しの交付に要

する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長が、経済的困

難その他特別の理由があると認めるときは、写

しの交付に要する費用を減額し、又は免除する

ことができる。 

 

第八十九条 

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者

は、条例で定めるところにより、実費の範囲内

において条例で定める額の手数料を納めなけれ

ばならない。 

３ 前二項の手数料の額を定めるに当たっては、

できる限り利用しやすい額とするよう配慮しな

ければならない。 

個人情報保護法の施行に係る関係条例の条文イメ

ージ（個人情報の保護に関する法律についての事

務対応ガイド［令和３年１１月時点暫定版］） 

（開示請求に係る手数料） 

第六条 法第八十九条第二項の規定により納付し

なければならない手数料の額は、開示請求に係

る保有個人情報が記録されている地方公共団体

等行政文書一件当たり〇〇円とする。 

・本条例中に規定せず、手数料条

例中に規定する方法もある。 

・現行の個人情報保護条例では手

数料は無料とし、写しの交付等

に係る実費のみ徴収している地

方公共団体が多い。無料とする

場合は、保有特定個人情報に関

する読み替え規定第１２条中の

第３０条の読み替えは必要なく

なる（第３０条の規定を設けな

いことも考えられる。）。 

・法第 89 条が「実費の範囲内にお

いて」と規定しているが、法の

適用がある地方公共団体の機関

において、コピー代や記録媒体

の費用等の実費について、開示

請求の手数料とは別に徴収する

ことは可能。 

・執行部施行条例と同様の規定と

する。 
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    第２節 訂正      第二款 訂正  

（訂正請求権） （訂正請求権）  

第３１条 何人も、自己を本人とする保有個人情

報（次に掲げるものに限る。第３８条第 1 項に

おいて同じ。）の内容が事実でないと思料すると

きは、この条例の定めるところにより、議長に

対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除

を含む。以下この章において同じ。）を請求する

ことができる。ただし、当該保有個人情報の訂

正に関して他の法令の規定により特別の手続が

定められているときは、この限りでない。 

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情

報（次に掲げるものに限る。第九十八条第一項

において同じ。）の内容が事実でないと思料す

るときは、この法律の定めるところにより、当

該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対

し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を

含む。以下この節において同じ。）を請求する

ことができる。ただし、当該保有個人情報の訂

正に関して他の法令の規定により特別の手続が

定められているときは、この限りでない。 

 

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情

報 

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情  

報 

 

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第

２９条第１項の他の法令の規定により開示を

受けたもの 

二 開示決定に係る保有個人情報であって、第

八十八条第一項の他の法令の規定により開示

を受けたもの 

 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

訂正の請求（以下この章及び第４８条において

「訂正請求」という。）をすることができる。 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

訂正の請求（以下この節及び第百二十七条にお

いて「訂正請求」という。）をすることができ

る。 

 

３ 議長は、本人の委任による代理人により、前

項の規定による訂正請求があった場合におい

 ・執行部施行条例と同様の規程と

する。 
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て、特に必要と認めるときは、本人の意思を確

認することができる。  

４ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日

から９０日以内にしなければならない。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日

から九十日以内にしなければならない。 

・訂正請求期限は 90 日以内であれ

ば、個人情報保護法の施行条例

で各地方公共団体が定めること

が許容されている。（議会の条例

で 90 日を超える期間とすること

は可能だが、執行部の期間と齟

齬を生じることとなる。）。 

（訂正請求の手続） （訂正請求の手続）  

第３２条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載し

た書面（第３項において「訂正請求書」とい

う。）を議長に提出してしなければならない。 

第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載

した書面（第三項において「訂正請求書」とい

う。）を行政機関の長等に提出してしなければ

ならない。 

 

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報を特定するに足

りる事項 

二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報を特定するに足

りる事項 

 

(3) 訂正請求の趣旨及び理由 三 訂正請求の趣旨及び理由  

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、

議長が定めるところにより、訂正請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規

定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、

政令で定めるところにより、訂正請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第二項の規

定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示
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す書類を提示し、又は提出しなければならな

い。 

す書類を提示し、又は提出しなければならな

い。 

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると

認めるときは、訂正請求をした者（以下この章

において「訂正請求者」という。）に対し、相当

の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。 

３ 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不

備があると認めるときは、訂正請求をした者

（以下この節において「訂正請求者」とい

う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。 

 

（保有個人情報の訂正義務） （保有個人情報の訂正義務）  

第３３条 議長は、訂正請求があった場合におい

て、当該訂正請求に理由があると認めるとき

は、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目

的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報

の訂正をしなければならない。 

第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があっ

た場合において、当該訂正請求に理由があると

認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情

報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保

有個人情報の訂正をしなければならない。 

 

（訂正請求に対する措置） （訂正請求に対する措置）  

第３４条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報

の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る

保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決

定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面によ

り通知しなければならない。 

 

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正

をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければ

ならない。 

２ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人

情報の訂正をしないときは、その旨の決定を

し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通

知しなければならない。 

 

（訂正決定等の期限） （訂正決定等の期限）  
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第３５条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」

という。）は、訂正請求があった日から１５日以

内にしなければならない。ただし、第３２条第

３項の規定により補正を求めた場合にあって

は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入

しない。 

第九十四条 前条各項の決定（以下この節におい

て「訂正決定等」という。）は、訂正請求があ

った日から三十日以内にしなければならない。

ただし、第九十一条第三項の規定により補正を

求めた場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

・訂正決定期限は 30 日以内であれ

ば、個人情報保護法の施行条例

で各地方公共団体が定めること

が許容されている。（議会の条例

で 30 日を超える期間とすること

は可能だが、執行部の期間と齟

齬を生じることとなる。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、訂正

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等

は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を三十日以内に限

り延長することができる。この場合において、

行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞な

く、延長後の期間及び延長の理由を書面により

通知しなければならない。 

・延長期間は 30 日以内であれば、

個人情報保護法の施行条例で各

地方公共団体が定めることが許

容されている。（議会の条例で

30 日を超える期間とすることは

可能だが、執行部の期間と齟齬

を生じることとなる。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 

（訂正決定等の期限の特例） （訂正決定等の期限の特例）  

第３６条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要

すると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足り

る。この場合において、議長は、同条第１項に

規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲

げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

第九十五条 行政機関の長等は、訂正決定等に特

に長期間を要すると認めるときは、前条の規定

にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をす

れば足りる。この場合において、行政機関の長

等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請

求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 一 この条の規定を適用する旨及びその理由  



61 
 

(2) 訂正決定等をする期限 二 訂正決定等をする期限  

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければな

らない期間に、議長及び副議長がともに欠けて

いる期間があるときは、当該期間の日数は、同

条の期間に算入しない。 

 ・第 26 条第 2 項参照 

 （事案の移送）  

 第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る

保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づ

く開示に係るものであるとき、その他他の行政

機関の長等において訂正決定等をすることにつ

き正当な理由があるときは、当該他の行政機関

の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に

対し、事案を移送することができる。この場合

においては、移送をした行政機関の長等は、訂

正請求者に対し、事案を移送した旨を書面によ

り通知しなければならない。 

・移送については、法の規定の限

界上、規定しないこととする。 

 ２ 前項の規定により事案が移送されたときは、

移送を受けた行政機関の長等において、当該訂

正請求についての訂正決定等をしなければなら

ない。この場合において、移送をした行政機関

の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行

政機関の長等がしたものとみなす。 
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 ３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関

の長等が第九十三条第一項の決定（以下この項

及び次条において「訂正決定」という。）をし

たときは、移送をした行政機関の長等は、当該

訂正決定に基づき訂正の実施をしなければなら

ない。 

 

 

 

（保有個人情報の提供先への通知） （保有個人情報の提供先への通知）  

第３７条 議長は、第３４条第１項の決定に基づ

く保有個人情報の訂正の実施をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該保有個人

情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面

により通知するものとする。 

第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づ

く保有個人情報の訂正の実施をした場合におい

て、必要があると認めるときは、当該保有個人

情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面

により通知するものとする。 

 

 

 

 

    第３節 利用停止      第三款 利用停止  

（利用停止請求権） （利用停止請求権）  

第３８条 何人も、自己を本人とする保有個人情

報が次の各号のいずれかに該当すると思料する

ときは、この条例の定めるところにより、議長

に対し、当該各号に定める措置を請求すること

第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人

情報が次の各号のいずれかに該当すると思料す

るときは、この法律の定めるところにより、当

該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対
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ができる。ただし、当該保有個人情報の利用の

停止、消去又は提供の停止（以下この章におい

て「利用停止」という。）に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

し、当該各号に定める措置を請求することがで

きる。ただし、当該保有個人情報の利用の停

止、消去又は提供の停止（以下この節において

「利用停止」という。）に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

(1) 第４条第２項の規定に違反して保有されて

いるとき、第６条の規定に違反して取り扱わ

れているとき、第７条の規定に違反して取得

されたものであるとき、又は第１２条第１項

及び第２項の規定に違反して利用されている

とき 当該保有個人情報の利用の停止又は消

去 

一 第六十一条第二項の規定に違反して保有さ

れているとき、第六十三条の規定に違反して

取り扱われているとき、第六十四条の規定に

違反して取得されたものであるとき、又は第

六十九条第一項及び第二項の規定に違反して

利用されているとき 当該保有個人情報の利

用の停止又は消去 

 

(2) 第１２条第１項及び第２項の規定に違反し

て提供されているとき 当該保有個人情報の

提供の停止 

二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一

条第一項の規定に違反して提供されていると

き 当該保有個人情報の提供の停止 

 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

利用停止の請求（以下この章及び第４８条にお

いて「利用停止請求」という。）をすることがで

きる。 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による

利用停止の請求（以下この節及び第百二十七条

において「利用停止請求」という。）をするこ

とができる。 

 

３ 議長は、本人の委任による代理人により、前

項の規定による利用停止請求があった場合にお

 ・執行部施行条例と同様の規程と

する。 
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いて、特に必要と認めるときは、本人の意思を

確認することができる。  

４ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受け

た日から９０日以内にしなければならない。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受け

た日から九十日以内にしなければならない。 

・利用停止請求の期限は 90 日以内

であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定め

ることが許容されている。（議会

の条例で 90 日を超える期間とす

ることは可能だが、執行部の期

間と齟齬を生じることとな

る。）。 

（利用停止請求の手続） （利用停止請求の手続）  

第３９条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記

載した書面（第３項において「利用停止請求

書」という。）を議長に提出してしなければなら

ない。 

第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を

記載した書面（第三項において「利用停止請求

書」という。）を行政機関の長等に提出してし

なければならない。 

 

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は

居所 

一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は

居所 

 

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を

受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を

受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

 

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由 三 利用停止請求の趣旨及び理由  

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者

は、議長が定めるところにより、利用停止請求

に係る保有個人情報の本人であること（前条第

２項の規定による利用停止請求にあっては、利

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者

は、政令で定めるところにより、利用停止請求

に係る保有個人情報の本人であること（前条第

二項の規定による利用停止請求にあっては、利
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用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人

であること）を示す書類を提示し、又は提出し

なければならない。 

用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人

であること）を示す書類を提示し、又は提出し

なければならない。 

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があ

ると認めるときは、利用停止請求をした者（以

下この章において「利用停止請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。 

３ 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上

の不備があると認めるときは、利用停止請求を

した者（以下この節において「利用停止請求

者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。 

 

（保有個人情報の利用停止義務） （保有個人情報の利用停止義務）  

第４０条 議長は、利用停止請求があった場合に

おいて、当該利用停止請求に理由があると認め

るときは、議会における個人情報の適正な取扱

いを確保するために必要な限度で、当該利用停

止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなけ

ればならない。ただし、当該保有個人情報の利

用停止をすることにより、当該保有個人情報の

利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼす

おそれがあると認められるときは、この限りで

ない。 

第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があっ

た場合において、当該利用停止請求に理由があ

ると認めるときは、当該行政機関の長等の属す

る行政機関等における個人情報の適正な取扱い

を確保するために必要な限度で、当該利用停止

請求に係る保有個人情報の利用停止をしなけれ

ばならない。ただし、当該保有個人情報の利用

停止をすることにより、当該保有個人情報の利

用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務

又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお

それがあると認められるときは、この限りでな

い。 

 

（利用停止請求に対する措置） （利用停止請求に対する措置）  
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第４１条 議長は、利用停止請求に係る保有個人

情報の利用停止をするときは、その旨の決定を

し、利用停止請求者に対し、その旨を書面によ

り通知しなければならない。 

第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係

る保有個人情報の利用停止をするときは、その

旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨

を書面により通知しなければならない。 

 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の

利用停止をしないときは、その旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通

知しなければならない。 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有

個人情報の利用停止をしないときは、その旨の

決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書

面により通知しなければならない。 

 

（利用停止決定等の期限） （利用停止決定等の期限）  

第４２条 前条各項の決定（以下「利用停止決定

等」という。）は、利用停止請求があった日から

１５日以内にしなければならない。ただし、第

３９条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間

に算入しない。 

第百二条 前条各項の決定（以下この節において

「利用停止決定等」という。）は、利用停止請

求があった日から三十日以内にしなければなら

ない。ただし、第九十九条第三項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し

た日数は、当該期間に算入しない。 

・利用停止決定期限は 30 日以内で

あれば、個人情報保護法の施行

条例で各地方公共団体が定める

ことが許容されている。（議会の

条例で 30 日を超える期間とする

ことは可能だが、執行部の期間

と齟齬を生じることとなる。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理

上の困難その他正当な理由があるときは、同項

に規定する期間を３０日以内に限り延長するこ

とができる。この場合において、議長は、利用

停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及

び延長の理由を書面により通知しなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等

は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を三十日以内に限

り延長することができる。この場合において、

行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅

滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

・延長期間は 30 日以内であれば、

個人情報保護法の施行条例で各

地方公共団体が定めることが許

容されている。（議会の条例で

30 日を超える期間とすることは

可能だが、執行部の期間と齟齬

を生じることとなる。）。 

・執行部施行条例と同様の期限を

規定する。 
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（利用停止決定等の期限の特例） （利用停止決定等の期限の特例）  

第４３条 議長は、利用停止決定等に特に長期間

を要すると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば

足りる。この場合において、議長は、同条第 1

項に規定する期間内に、利用停止請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

第百三条 行政機関の長等は、利用停止決定等に

特に長期間を要すると認めるときは、前条の規

定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定

等をすれば足りる。この場合において、行政機

関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、

利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 一 この条の規定を適用する旨及びその理由  

(2) 利用停止決定等をする期限 二 利用停止決定等をする期限  

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなけれ

ばならない期間に、議長及び副議長がともに欠

けている期間があるときは、当該期間の日数

は、同条の期間に算入しない。 

 ・第 26 条第 2 項参照 

    第４節 審査請求      第四款 審査請求  

（審理員による審理手続に関する規定の適用除

外） 

（地方公共団体の機関等における審理員による

審理手続に関する規定の適用除外等） 

 

第４４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決

定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第

９条第 1 項の規定は、適用しない。 

第百六条 地方公共団体の機関又は地方独立行政

法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停

止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法第九条第一項から第三項ま

で、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章

・従来の条例の規定を踏襲したも

の 
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第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しな

い。 

（審査会への諮問） （審査会への諮問）  

第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決

定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為について審査請求があったと

きは、議長は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、宮代町情報公開・個人情報保護審

査会条例(平成１１年宮代町条例第１８号)第１

条に規定する宮代町情報公開・個人情報保護審

査会に諮問しなければならない。 

第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決

定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為について審査請求があったと

きは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政

機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会

（審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長

等が会計検査院長である場合にあっては、別に

法律で定める審査会）に諮問しなければならな

い。 

・審査会については、①議会に審

査会を置く、②執行機関の附属

機関である審査会に諮問する、

③行政不服審査会に諮問するこ

とが考えられるが、従来の条例

で多数であった②を想定した規

定とした。 

・この場合、議長が行った行政処

分への審査請求に関して執行機

関の附属機関に諮問することに

ついて、整理をすることが望ま

しい。 

・なお、①を採用する場合、地方

自治法上、議会には付属機関は

設置できないと解されているこ

とについて、整理が必要とな

る。 

・規定順としては、審理員による

審理手続の規定の適用除外→審

査会への諮問の独自規定が自

然。国についてはその順（104

条→105 条）となっており、そ

の形に倣うこととする。 

 

※ 既存の執行部条例の個人情報

保護審査会に諮問するため、当
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該条例の担当事務に本条例

（例）事務を加える。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 一 審査請求が不適法であり、却下する場合  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の全部を開示する

こととする場合（当該保有個人情報の開示に

ついて反対意見書が提出されている場合を除

く。） 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の全部を開示する

こととする場合（当該保有個人情報の開示に

ついて反対意見書が提出されている場合を除

く。 

 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の訂正をすること

とする場合 

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の訂正をすること

とする場合 

 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の利用停止をする

こととする場合 

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審

査請求に係る保有個人情報の利用停止をする

こととする場合 

 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

２ 前項の規定により諮問をした行政機関の長等

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

・議長は一人のため、表現調整 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

１３条第４項に規定する参加人をいう。以下

この項及び次条第２号において同じ。） 

一 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

十三条第四項に規定する参加人をいう。以下

この項及び第百七条第一項第二号において同

じ。） 

 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が審査請求人又は参加人であ

る場合を除く。） 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が審査請求人又は参加人であ

る場合を除く。 
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(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示に

ついて反対意見書を提出した第三者（当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示に

ついて反対意見書を提出した第三者（当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。 

 

 ３ 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人について準用する。この場合に

おいて、第一項中「情報公開・個人情報保護審

査会（審査請求に対する裁決をすべき行政機関

の長等が会計検査院長である場合にあっては、

別に法律で定める審査会）」とあるのは、「行政

不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機

関」と読み替えるものとする。 

 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等におけ

る手続等） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等におけ

る手続等） 

 

第４６条 第２７条第 3 項の規定は、次の各号の

いずれかに該当する裁決をする場合について準

用する。 

第百七条 第八十六条第三項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決をする場合について

準用する。 

 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係

る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を

除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個

人情報を開示する旨の裁決（第三者である参

二 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係

る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を

除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有

個人情報を開示する旨の裁決（第三者である
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加人が当該第三者に関する情報の開示に反対

の意思を表示している場合に限る。） 

参加人が当該第三者に関する情報の開示に反

対の意思を表示している場合に限る。） 

 

 

２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又

は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に

係る不作為についての審査請求については、政

令（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

にあっては、条例）で定めるところにより、行

政不服審査法第四条の規定の特例を設けること

ができる。 

・審査請求に関する規定について

は、本条例第 45 条及び第 46 条

に定めるもののほか、一般法で

ある行政不服審査法が適用さ

れ、同法は、条例事項を限定的

に規定している。そのため、一

般的にこのような準用規定を設

ける意義は低い。 

第 5 章 雑則 第六節 雑則  

（適用除外） （適用除外等）  

 第百二十四条 第四節の規定は、刑事事件若しく

は少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事

務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若し

くは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に

係る保有個人情報（当該裁判、処分若しくは執

行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又

は恩赦の上申があった者に係るものに限る。）

については、適用しない。 

 

・議会が行うことは想定されない

処分等のため不要 

第４７条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録

する公文書に記録されているものに限る。）のう

ち、まだ分類その他の整理が行われていないも

２ 保有個人情報（行政機関情報公開法第五条、

独立行政法人等情報公開法第五条又は情報公開

条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政

・法では「行政文書」だが、宮代

町情報公開条例の規定が「公文

書」であるので、「公文書」とす

る。 
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ので、同一の利用目的に係るものが著しく大量

にあるためその中から特定の保有個人情報を検

索することが著しく困難であるものは、第４章

（第４節を除く。）の規定の適用については、議

会に保有されていないものとみなす。 

文書等に記録されているものに限る。）のう

ち、まだ分類その他の整理が行われていないも

ので、同一の利用目的に係るものが著しく大量

にあるためその中から特定の保有個人情報を検

索することが著しく困難であるものは、第四節

（第四款を除く。）の規定の適用については、

行政機関等に保有されていないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の

提供等） 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の

提供等） 

 

第４８条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用

停止請求（以下この条において「開示請求等」

という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ

的確に開示請求等をすることができるよう、保

有個人情報の特定その他開示請求等をしようと

する者の利便を考慮した適切な措置を講ずるも

のとする。 

第百二十七条 行政機関の長等は、開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第

一項若しくは第百十八条第一項の提案（以下こ

の条において「開示請求等」という。）をしよ

うとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求

等をすることができるよう、当該行政機関の長

等の属する行政機関等が保有する保有個人情報

の特定又は当該提案に資する情報の提供その他

開示請求等をしようとする者の利便を考慮した

適切な措置を講ずるものとする。 

 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） （行政機関等における個人情報等の取扱いに関

する苦情処理） 

 

第４９条 議長は、議会における個人情報、仮名

加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦

第百二十八条 行政機関の長等は、行政機関等に

おける個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情
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情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 

報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

に努めなければならない。 

（審議会への諮問） （地方公共団体に置く審議会等への諮問）  

第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるときは、宮代町情

報公開・個人情報保護審議会条例（平成１１年

宮代町条例第１９号）第１条に規定する宮代町

情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること

ができる。 

第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定

めるところにより、第三章第三節の施策を講ず

る場合その他の場合において、個人情報の適正

な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく

意見を聴くことが特に必要であると認めるとき

は、審議会その他の合議制の機関に諮問するこ

とができる。 

・第４５条参照 

（施行の状況の公表） （施行の状況の公表）  

 第百六十五条 委員会は、行政機関の長等に対

し、この法律の施行の状況について報告を求め

ることができる。 

 ・地方議会は、個人情報保護委員

会から報告を求められることは

ない。 

第５１条 議長は、毎年度、この条例の施行の状

況を取りまとめ、その概要を公表するものとす

る。 

 

２ 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまと

め、その概要を公表するものとする。 

 

（委任）   

第５２条 この条例の実施に関し必要な事項は、

議長が定める。 

  

第 6 章 罰則 第八章 罰則  
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第５３条 職員若しくは職員であった者、第 9 条

第２項若しくは第１５条第５項の委託を受けた

業務に従事している者若しくは従事していた者

又は議会において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣

労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正

当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第５項第１号に係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は

加工したものを含む。）を提供したときは、2 年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

る。 

第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員で

あった者、第六十六条第二項各号に定める業務

若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一

条第三項の委託を受けた業務に従事している者

若しくは従事していた者又は行政機関等におい

て個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情

報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは

従事していた派遣労働者が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された第

六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル

（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したときは、二年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

・議員（議長含む。）は罰則の対象

外 

・長や副知事・副市町村長は、罰

則の対象とされており、これと

の均衡が問題となるが、①議会

における議員の自由な発言の保

障の必要性は高いこと、②（免

責特権がない）地方議会議員に

対し、発言について罰則を設け

ることは萎縮効果を生じるおそ

れがあること、③国会議員につ

いても罰則は設けられていない

こと等から、議員に罰則を設け

ないこととする。 

・議長については、議会の事務を

統理することから（地方自治法

第 104 条）、事務局の職員と同

様に罰則の対象とすべきとの見

解もあるが、①罰則規定は作為

又は不作為義務を前提とすると

ころ、本条例（例）で義務を負

うのは機関としての議会であ

り、議長ではないこと（第 10

条等）、②議長である議員が得

た個人情報ファイルが、議長と

して得たものか議員として得た

ものかは判断が困難であるこ

と、③議長を罰則の対象とする

ならば、議長経験者である議員

も議長であった者として罰則の
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対象とすることとなるが、職員

であった者が新たに個人情報フ

ァイルを正当に入手することは

想定しづらいのに対し、議長経

験者である議員は議員活動の中

で個人情報ファイルを入手する

ことも想定され、議長経験者で

ある議員の議員活動に支障をき

たす恐れがあること等から、議

長も罰則の対象外とすることと

する。 

・なお、議員に罰則を課さなかっ

たとしても、議員の職務に背い

た発言を行った場合、議員の属

する議会の地方公共団体は、国

家賠償法の規定による損害賠償

責任を負う場合がある（最判

H9.9.9 民集 51.8.3850）。 

第５４条 前条に規定する者が、その業務に関し

て知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者

の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用し

たときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その

業務に関して知り得た保有個人情報を自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、

又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十

万円以下の罰金に処する。 

 

第５５条 職員がその職権を濫用して、専らその

職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に

属する事項が記録された文書、図画又は電磁的

第百八十一条 行政機関等の職員がその職権を濫

用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文

書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一

・議長については、議会の事務を

統理することから（地方自治法

第 104 条）、事務局の職員と同様

に罰則の対象とすべきとの見解

もあるが、①罰則規定は作為又
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記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処する。 

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

は不作為義務を前提とするとこ

ろ、本条例（例）で義務を負う

のは機関としての議会であり、

議長ではないこと（第 10 条

等）、②議長である議員が得た個

人情報が、議長として得たもの

か議員として得たものかは判断

が困難であること、③議員の職

務は広汎かつ不明確であり、議

長に罰則を課すと、議員として

の職務への萎縮効果を生じるお

それがあること等から、議長も

罰則の対象外とすることとす

る。 

第５６条 前３条の規定は、町(村)の区域外にお

いてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第百八十三条 第百七十六条、第百七十七条及び

第百七十九条から第百八十一条までの規定は、

日本国外においてこれらの条の罪を犯した者に

も適用する。 

 

第５７条 偽りその他不正の手段により、第２４

条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を

受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は、十万円以下の過料に処する。 

一 第三十条第二項（第三十一条第三項におい

て準用する場合を含む。）又は第五十六条の

規定に違反した者 

二 第五十一条第一項の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

・30 条は個人情報取扱事業者に係

る規定、51 条は民間団体に係る

規定なので議会は該当しない。 

・地方自治法第１４条第 3 項の規

定により条例で規定できる過料

の上限は 5 万円 
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三 偽りその他不正の手段により、第八十五条

第三項に規定する開示決定に基づく保有個人

情報の開示を受けた者 

附 則   

（施行期日）   

１ この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 ・施行日政令は未公布 

  ・経過措置の規定はない。 

   

 


